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衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
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二
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に
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す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
提
出
子
ど
も
手
当
の
「
二
重
支
給
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
国
家
公
務
員
給
与
等
実
態
調
査
に
よ
る
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
一
般
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員

の
数
は
、
十
六
万
七
百
二
十
四
人
で
あ
る
。
同
調
査
に
よ
る
続
柄
別
の
扶
養
親
族
数
に
そ
れ
ぞ
れ
の
続
柄
に
応
じ
た
手
当
月

額
を
乗
じ
て
得
た
扶
養
手
当
の
総
額
は
、
三
十
四
億
七
千
三
百
七
十
五
万
七
千
円
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
配
偶
者
に
係
る
扶

養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
手
当
月
額
一
万
三
千
円
に
、
同
調
査
に
よ
る
扶
養
親
族
で
あ
る
配
偶
者
の
数
を
乗
じ
、
十
五
億

八
千
百
六
十
三
万
二
千
円
と
な
る
。
職
員
に
配
偶
者
が
あ
る
場
合
の
子
に
係
る
扶
養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
手
当
月
額
六

千
五
百
円
に
、
同
調
査
に
よ
る
当
該
場
合
の
子
の
数
を
乗
じ
、
十
三
億
九
千
二
百
三
十
四
万
五
千
五
百
円
と
な
る
が
、
職
員

に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
の
続
柄
に
か
か
わ
ら
ず
扶
養
親
族
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
一
万
千
円
を
支
給
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
調
査
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
万
千
円
の
支
給
対
象
と
な
る
子
の
数
を
調
査
の
対
象
と
し
て

い
な
い
た
め
、
子
に
係
る
扶
養
手
当
の
総
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初

の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
の
加
算
額
に

一



つ
い
て
は
、
当
該
子
一
人
に
つ
き
加
算
さ
れ
る
五
千
円
に
、
同
調
査
に
よ
る
当
該
子
の
数
を
乗
じ
、
三
億
五
千
六
百
一
万
五

千
円
と
な
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
七

十
三
号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号

）
第
一
条
に
規
定
す
る
防
衛
省
の
職
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
条
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
職
の
国

家
公
務
員
の
例
に
よ
り
、
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

「
公
務
員
本
人
と
の
続
柄
に
応
じ
た
支
給
対
象
類
型
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
別
職

の
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
よ
り
、
配
偶
者
に
係
る
手
当
月
額
に
つ
い
て
は
一
万
三
千
円
を
、
満

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
及
び
孫
、
満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

、
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
並
び
に
重
度
心
身
障
害
者
（
以
下
「
扶

養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
手
当
月
額
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
職
員
に
配
偶
者
が
な

二



い
場
合
の
扶
養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
の
う
ち
の
一
人
に
つ
い
て
は
、
一
万
千
円
）
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
一
人
に
つ
き
五
千
円
を
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
に
特
別
職
の
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当
の
支

給
対
象
人
数
は
十
万
八
千
五
百
九
十
八
人
で
あ
り
、
支
給
額
は
十
四
億
千
百
七
十
七
万
四
千
円
で
あ
る
。
職
員
に
配
偶
者
が

あ
る
場
合
の
扶
養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
及
び
職
員
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
で
扶
養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
が
二
人
以
上
い

る
と
き
の
一
人
以
外
の
扶
養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
人
数
は
二
十
一
万
五
千
四
十
九
人
で
あ

り
、
支
給
額
は
十
三
億
九
千
七
百
八
十
一
万
八
千
五
百
円
で
あ
る
。
職
員
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
の
扶
養
親
族
た
る
子
、
父

母
等
の
う
ち
の
一
人
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
人
数
は
四
千
二
百
一
人
で
あ
り
、
支
給
額
は
四
千
六
百
二
十
一
万
千
円

で
あ
る
。
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
加
算
を
受
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
人
数
は
四
万
五
千
四
百
八
十
人
で
あ
り
、

加
算
額
は
二
億
二
千
七
百
四
十
万
円
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
額
を
合
計
し
て
得
ら
れ
る
、
特
別
職
の
職
員
に
対
し
て
平
成
二
十

一
年
七
月
に
支
給
さ
れ
た
扶
養
手
当
の
総
額
は
、
三
十
億
八
千
三
百
二
十
万
三
千
五
百
円
で
あ
る
。

三



三
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
に
対
し
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
及
び
同
項
に
基
づ

く
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
公
務
員
本
人
と
の
続
柄
に
応
じ
た
支
給
対
象
類
型
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
扶
養
手

し
っ

当
に
係
る
続
柄
に
着
目
し
た
直
近
の
悉
皆
調
査
で
あ
る
平
成
二
十
年
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
現
在
の
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
及
び
市
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
お
け
る
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
職
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
五
万
八
千
百
四
十
四
人
、
八
万
八
千
七
百

二
十
五
人
及
び
二
十
二
万
三
千
六
百
九
十
人
で
あ
り
、
扶
養
親
族
た
る
子
、
父
母
等
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
職
員
数

は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
十
四
万
九
千
六
百
九
十
一
人
、
十
万
二
千
三
百
六
十
三
人
及
び
三
十
一
万
八
千
七
百
五
十
九
人
で
あ
る
。

ま
た
、
同
調
査
に
よ
る
と
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
及
び
市
に
お
け
る
平
成
二
十
年
四
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き

扶
養
手
当
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
百
五
十
九
億
四
千
万
円
、
約
二
十
八
億
二
千
万
円
及
び
約
七
十
七
億
六
千
九
百
万
円
と

推
計
さ
れ
る
。
な
お
、
同
調
査
に
お
い
て
は
、
続
柄
別
の
扶
養
手
当
の
支
給
額
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
中
核
市
を
区
分
し
た
集
計
は
行
っ
て
い
な
い
。

四



四
及
び
五
に
つ
い
て

公
務
員
の
給
与
は
、
扶
養
手
当
を
含
め
、
民
間
に
お
け
る
給
与
等
を
反
映
し
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
手

当
を
支
給
し
た
と
し
て
も
特
段
の
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


